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平成１５年（ワ）第２８２３号 損害賠償等請求事件

原 告 上 田 恵 弘

被 告 沖電気工業株式会社

第１原告準備書面

２００４年 １月３０日

東京地方裁判所八王子支部 民事第３部１Ａ係御中

原 告 上 田 恵 弘

第１ 原告の主張

１ 原告意見陳述

私は長らくいわゆる地方公務員として過ごしてきましたので、大会社の経営の仕

方とか、そこに勤務している人々の様子などはほとんど分かっていませんでした。

私の住んでいる家から歩いて５分ぐらいの所に沖電気工業株式会社八王子事業所

がございます。ある日、もう１０年も前のことですが、私が休暇か何かのときだっ

たかその会社の門前で、私は非常に驚くべき状況を目撃しました。３人の人がビラ

を出勤途上の会社員に手渡そうとしていました。そろそろ寒くなる頃だったと記憶

にありますので、ボーナス闘争に関するビラかと思われるのですが、会社の門に吸

い込まれるように入っていく人たちは誰１人としてその紙を受け取らない。その人

ちの顔はまるで能面か何かのように生気が感じられずロボットの行列を思わせるも

のでした。
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そのことは私に佐高信の言葉、「日本の会社に１歩入るとそこには憲法は存在し

ない」を思い出させました。この会社に働く人たちには、１枚のビラを受けとる自

由も、それを読んで考えることも許されないのだ、という現実を突きつけられたよ

うに思いました。

縁があって私は田中哲朗さんと知り合いました。田中さんは沖電気の門前に立っ

て出勤してくる人たちや会社役員氏の皆さんにたいし、いじめやいわれなき差別を

なくそう、会社に基本的人権を確立しよう、とすでに２２年以上にわたって訴え続

けている人です。その田中さんから、もう１０年以上前から株主総会に出席して会

社社長に直接意見を述べ、その中のいくつかは認められてきた、ということを聞

き、では私もと、２００１年、２００２年そして２００３年と過去３回株主総会で

質問や意見を述べてきました。

２００１年に田中さんは強制退場させられました。私はただ見ていました。２０

０２年、田中さんは「株主総会の日時が他の多くの会社と同日なのはよろしくな

い、別の日に変更してほしい。これをここで採決してくれ」と提案しましたが議長

（社長）は「その必要なし」と採決しようとはしません。田中さんが「採決せよ」

と訴え続けたところ議長は「退場」と社員（警備員）に命令しそこで田中さんは屈

強な警備員たちに暴力を用いられて強行排除されてしまいました。

強行連行されるとき田中さんは、手に１枚の診断書をもち「いま肩を痛めて病院

通いの身である。暴力はやめよ」と訴えたのに全く無視されてしまったのでした。

発言順がきて私は「誰が田中さんを追い出せと命じたのか、責任者は誰なのか明確

にしてほしい。会社は田中さんに誠意を持って答えてほしい」と会社の不当なやり

方に抗議しました。抗議し続けたところ議長（社長）は「退場」と私は先ほどの屈

強な警備員たちに暴力排除されました。

強行連行され会議場の外へ出されたのを見た田中さんが「上田さん、上着が破か

れてるよ」と教えてくれました。そのとき撮った写真が甲１号証です。

２００３年６月の株主総会で、上着が一部分破かれたことに対して、私は社長の
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見解を質しましたが社長は「目的事項にあわないことを言い続けたので退場して頂

いたのであって問題ではない」という趣旨の発言に終わってしまった。かくして私

は「これは訴えるしかないのか」と考えたのです。私の訴状を見た会社側はなんと

「上田の訴えはいいがかり的である」と的の字は使ってあるものの、上着の破損さ

え認めない答弁書を出してきました。

２００２年は虫けらのごとく摘み出され、２００３年には抗議の一切を無視さ

れ、そして今言いがかり奴めと、都合三度の侮辱，謗りを私は受けたのです。これ

は決して許せることではありません。

ここに「株主総会の進め方」という本があります。（日経文庫）。弁護士さんの

著作です。その中に株主総会の目的はＳＲ精神にある、即ちShareholder Relation

s「経営者と株主との間の有意義な関係を築くこと」だと。沖電気の株主総会時の

議事運営や社長見解はＳＲ精神に反しています。

そこに座っておられる優秀な弁護士さんたちは、会社側が要求するままに「言い

がかり」などと答弁書に書かないで民法第１条にいうところの「信義に従い誠実に

これを為す」の精神でこの裁判に当たっていただきたいし、裁判の流れがそうあっ

てほしいと願って、意見陳述といたします。

２ ２００２年第７８回定時株主総会での状況

（１）原告は、午前１０時開会少し前に受付をすませて会議場へ入り、議長席に向

かって左側、だいたい中程に着席した。

（２）訴外田中哲朗氏が私より先に質問に立ち、いくつか質疑した後、「株主総会

の開催日を他の会社と同じ日にしないで別の日にしてほしい、これをここで採決し

て下さい」と提案したが、議長は「その必要なし」とこれを斥けた。訴外田中哲朗

氏が要求し続けたところ、議長は「退場」と警備員に命じ、強制排除をさせた。

（３）原告は、発言が許可されたとき、いくつか質問の後、先ほどの訴外田中哲朗

氏の強制排除に対して「先ほど強制排除された田中氏は病院に通っている身であ
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る。診断書を見せているのを無視して暴力的に排除したのは不当である。暴力的に

排除を命じたものは誰か、明確にしてほしい。田中氏に会社は誠実に対処すべきだ

がどうか」と発言し、社長の誠意ある回答を求めた。

（４）しかしながら、社長からは「目的事項ではない」と回答を拒否された。なお

も要求し続けたところ、マイクの声を切られ、即ち強制的に発言を中止され、つい

で「退場」という議長の発言をうけ、先ほど田中さんを連行していった屈強な警備

員がやってきて私の体に手をかけ、複数人で「暴力はやめろ」という私の声を無視

して会議場の外へ押しだされた。廊下のようになっている所へでたら、なお強く警

備員らは私の体を締め付けるようにした。

（５）玄関のちかくのロビー状になっているところまで連行されたが、そこに訴外

田中哲朗氏がいた。田中さんが原告の上着の損傷を教えてくれた。そこで初めて上

着の裏地が破損されていることに気づいた。

（６）訴外田中哲朗氏が持っていたカメラで上着を写真に撮ろうとしたとき会社警

備員氏が阻止したので、入り口の近くにいって撮った。

３ ２００３年第７９回定時株主総会での状況

（１）原告の座席は会場のほぼ真ん中付近であった。議長（社長）は去年と違って

強制退場を全く発令しなかった。

（２）発言順が来たとき私はＣＳＲ（企業の社会的責任）について質問した。沖電

気は社長の回答で判断する限りではこのことにあまり取り組んでいないような印象

を受けました。

（３）発言の最後に私は「去年２００２年の株主総会で強制排除されたが、その

際、私の上着が１部破損された。このことをどう思うか」と質したのに対し、議長

は「目的外事項への発言だったので中止を求めた上退場してもらったにすぎない」

と無責任極まる回答がなされた。
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４ 原告の主張

原告の主張は訴状において述べた通りである。

（１）被告会社は、株主である原告に対し、２００２年株主総会において、株主と

しての原告の発言権を奪い、強制的に暴力を用いて退場させ、その結果、原告の持

ち物である着衣に損傷を与えたものであり、明らかに違法である。

（２）被告代表者による２００２年株主総会での議事運営は、原告が非常識かつ理

不尽極まりない悪人であるかのような印象を当日の出席株主たちに与え、原告の名

誉と尊厳を著しく傷つける行為であり、明らかに違法である。

（３）被告代表者による２００３年株主総会での議事運営は、原告の２００２年

株主総会における被告会社の行為に対する質問に対し、何ら誠意をもって答えてい

ない。このような行為は、原告の人格と名誉を再び傷つけるものであり、明らかに

違法である。

（４）よって、原告は、被告沖電気工業株式会社に対して、① 民法７０９条、

７２３条に基づき、別紙記載のとおりの謝罪文の交付を求め、② 民法７０９条、

７１０条に基づき、金１００万円及びこれに対する２００３年（平成１５年）６月

２７日より支払い済みに至るまで民法所定の年５分の割合により遅延損害金の支払

いを求めるものである。なお、訴状に請求の趣旨の２に記載した遅延損害金の起算

日を２００３年株主総会の開催日である２００３年６月２７日に変更した。

第２ 被告の答弁書に対する認否及び反論

１ 「第２ 請求の原因に対する認否」について

（１）被告は、原告が訴状で述べていないことについてまでも認否しており、明ら

かに失当である。例えば、「２ ２について」において、被告は、「原告が不規則

発言を繰り返したことから被告代表者がその中止を求めたこと、再三にわたって中

止を求め退場の警告を発したにもかかわらず原告が不規則発言を止めないことから

被告代表者が原告に対して退場を命じたこと、及び退場を命じたにもかかわらず原
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告が不規則発言を止めないことから被告代表者が警備員に命じて原告を退場させた

こと」を認め、「３ ３について」において、「２００３年時第７９回定時株主総

会において原告が発言したことの中、環境問題に関する発言以外はいずれも会議の

目的外事項に関する発言であったこと」を認めているが、原告は訴状においてその

ようなことは述べていない。

（２）認否

「被告代表者が原告に対して退場を命じたこと」「警備員に命じて原告を退場さ

せたこと」は認め、その余については、否認ないしは争う。

（３）反論

被告は、２００２年株主総会において「原告が不規則発言を繰り返した」「被告

代表者が退場の警告を発したにもかかわらず原告が不規則発言を止めない」と主張

しているが、原告が不規則発言をしたことは一切なく、被告の主張は失当である。

被告は、２００３年株主総会において「原告が会議の目的外事項に関する発言を

行った」と主張しているが、原告が会議の目的外事項に関する発言をしたことは一

切なく、被告の主張は失当である。

２ 「第３ 被告の主張」について

（１）認否

全て否認ないしは争う。

（２）反論

（ａ）被告の「１」における主張は、原告に対する根拠のない偏見と憶測に基づ

くものである。

原告が「被告に対して著しい偏見と憶測を持っている」こともないし、「訴外田

中を復職させること」のみを目的として出席していることもないし、「総会の目的

外事項に関する質問や意見表明を繰り返し行っている」こともないし、「総会議場

内で激しい口調で暴言を発したり」することもしていないし、「総会議場の徘徊を
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繰返して被告の株主総会の適正な進行を妨害し」していることもないし、「議場内

の秩序を乱し続けている」こともない。そもそも、原告は２００２年株主総会にお

いて初めて発言したのである。

これは被告会社の一株主に対する見解として極めて不適切であると共に、原告の

名誉を毀損するものであり、直ちに撤回を求める。

（ｂ）被告は「２」及び「３」において、訴外田中哲朗氏について、縷々述べて

いるが、それが本件訴訟といかなる関連があるのか不明である。また、訴外田中哲

朗氏に対する被告の主張も、根拠のない偏見と憶測に基づくものである。

（ｃ）被告の「３」における原告に対する主張は、原告に対する根拠のない偏見

と憶測に基づくものである。

原告が「毎年、不規則発言や会場内の徘徊などを繰り返している」こともない

し、「被告の定時株主総会の運営を妨害し続けている」こともない。ましてや、本

件訴訟が「被告の総会運営に不満を持つ原告が提起した言いがかり的な訴訟」であ

ることは断じてない。

これは被告会社の一株主に対する見解として極めて不適切であると共に、原告の

名誉を毀損するものであり、直ちに撤回を求める。

（ｄ）被告は「４」において、被告社員の行為の存在、着衣の損傷の発生につい

て否認しているが、上述したとおり、原告の着衣が、被告社員による暴力的な排除

により損傷したことは疑いがない。また、着衣が２００２年株主総会以前から損傷

していたという事実もない。

第３ 求釈明

１ 「第２ 請求の原因に対する認否」について

（ａ）原告が「不規則発言を繰り返した」とあるが、どんな発言を繰り返したの

か明確にするよう求める。

（ｂ）被告代表者が「原告に対して退場を命じた」ことの法的根拠を明らかにす
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ることを求める。

（ｃ）被告代表者が「警備員に命じて原告を退場させた」ことの法的根拠を明ら

かにすることを求める。

（ｄ）原告が発言したとされる「環境問題にかんする発言」とは具体的にどんな

発言であったかを明確にすることを求める。

（ｅ）原告が発言したとされる「会議の目的外事項に関する発言」とは具体的に

どんな発言であったかを明確にすることを求める。また、何故その発言が「会議の

目的外事項に関する発言」であるのか法的根拠を明らかにすることを求める。

２ 「第３ 被告の主張」について

（ａ）「１」において「被告に対して著しい偏見と憶測を持っている」とある

が、そのように主張する具体的根拠を明らかにするよう求める。

（ｂ）「１」において「田中を復職させることを目的に出席している」とある

が、そのように主張する具体的根拠を明らかにすることを求める。

（ｃ）「１」において「その為の発言は勿論のこと」とあるが、具体的に原告の

どの発言をさして主張しているか明らかにすることを求める。

（ｄ）「１」において「その他総会の目的外事項に関する質問や意見表明を繰り

返し行っている」とあるが、具体的に原告のどの発言をさして主張しているか、ま

た、その発言が総会の目的外事項に関するものである理由を明らかにすることを求

める。

（ｅ）訴外田中哲朗氏と本件訴訟との関連性について明らかにすることを求め

る。

（ｆ）「３」において「毎年、不規則発言や会場内の徘徊などを繰り返し、被告

の定時株主総会の運営を妨害し続けている」とあるが、原告のどの行為をさして主

張しているのか明らかにすることを求める。
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３ 被告撮影のビデオについて

原告は、被告が２００２年株主総会の模様及び２００３年株主総会の模様を全て

ビデオにて撮影していることを承知している。事実を明らかにするために、この撮

影したビデオを裁判所に提出することを求める。ただし、被告が都合よく編集した

ものを提出する可能性を否定できないので、未編集の撮影ビデオを提出することを

求める。

証拠方法

１ 甲第２号証

２００４年１月１４日撮影の原告の上着の写真

２ 甲第３号証

２００２年株主総会（２００２年６月２７日開催）での録音テープの反訳

３ 甲第４号証

上田恵弘 陳述書

４ 甲第５号証

田中哲朗 陳述書

５ 甲第６号証

２００２年株主総会での写真

６ 検甲第１号証

損傷された原告の上着

７ 検甲第２号証

２００２年株主総会（２００２年６月２７日開催）での録音テープ

以上


